
青 森 県（令和元年７月発行） 

 平成２７年４月から食品表示法が施行され、令和２年３月末までに、新たな食

品表示基準に基づいて新しい表示への移行が必要です。 

 この資料では、旧制度からの主な変更点について、説明しています。 

 表示の変更に当たっては、多くの時間を要するほか、新たな経費の発生など

も予想されます。裏面の食品表示の相談窓口を活用いただきながら、計画的に

準備を進めて対応していきましょう。 
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ポイント⑧ 経過措置期間 

品質事項（原材料名や原産地表示など） 

 

 

 

●衛生事項（アレルギー表示や賞味期限など）・保健事項（栄養成分表示など） 

 

食品表示法の相談窓口 

線

 青森県農林水産部食の安全・安心推進課 
 青森県青森市長島１丁目１－１ TEL 017-734-9351 FAX 017-734-8086 
 メールでの食品表示相談はこちらまで : sanzen110ban@pref.aomori.lg.jp 

青森県内の相談窓口 

【主な変更点】 

１ 原材料と添加物を明確に区分 
    原材料と添加物の間を「／」で区分する。添加物の項目名を設けて表示する 等 

 

２ アレルゲンの表示方法の変更 
   アレルゲンを含むことが予測できると考えられてきた食品（＝特定加工食品）につい 

   ても、「マヨネーズ（卵を含む）」、「うどん（小麦を含む）」などと表示します。 

    また、個別の原材料毎に（ ）書きでアレルゲンを表示する個別表示が基本です。 

 

３ 原材料名の表示方法の変更 
    パン類、ドレッシング類等についても、他の一般加工食品と同様に、原材料と添加 

   物を区分し、それぞれ重量に占める割合の高いものから順に表示します。 

 

４ 製造所固有記号の使用方法の変更 
       原則として製造所固有記号は使用せず、「製造所又は加工所の所在地」と「製造者又 

   は加工者の氏名又は名称」を表示します。 

    製造所固有記号の使用は、同一製品を２以上の工場で製造する場合に限ります。 

 

５ 栄養成分表示の義務化 等 
   熱量、たんぱく質、脂質、炭水化物、食塩相当量の表示が義務化されました。 

    一部の小規模事業者においては、表示を省略することが可能です。 

【このリーフレットに 

 関するお問い合わせ先】 

 



【旧制度の表示例】 

名称   分離液状ドレッシング 
原材料名  しょうゆ、ぶどう糖果糖液糖、醸造酢、 
      食用植物油脂、香辛料、たん白加水分解

物、調味料（アミノ酸等）、レモン果
汁、増粘剤（ペクチン）、青じそ、香
料、（原材料の一部に大豆、小麦、りん
ごを含む） 

内容量  200ml 
賞味期限 27．2．1 
保存方法 直射日光を避け、常温で保存してくだ

さい。 
販売者  青森県庁株式会社 ＡＢ 
     青森県青森市長島１－１－１ 

【新制度の表示例】 

名称   分離液状ドレッシング 
原材料名 しょうゆ（小麦・大豆を含む）、ぶど 
     う糖果糖液糖、醸造酢、食用植物油脂

（大豆を含む）、香辛料、たん白加水
分解物、レモン果汁、青じそ 

添加物  調味料（アミノ酸等）、増粘剤（ペク 
     チン：りんご由来）、香料 
内容量  200ml 
賞味期限 27．2．1 
保存方法 直射日光を避け、常温で保存してくだ

さい。 
販売者  青森県庁株式会社 
     青森県青森市長島１－１－１ 

製造所  弘前合庁株式会社 
     青森県弘前市蔵主町４ 

変
更 

栄養成分表示 

１食（15ｇ）当たり 

熱量    41 kcal 
たんぱく質 0 ｇ 
脂質    3 ｇ 
炭水化物  2 ｇ 
食塩相当量 0.2 ｇ 
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ポイント② 原材料名の表示方法 ポイント① 原材料名と添加物の 
      表示方法 

☑

☑

☑

☑

☑

ポイント③ アレルゲンの表示方法 
       

ポイント④ 製造所固有記号の使用方法 

ポイント⑤ 栄養成分表示の義務化 

ポイント⑥ 栄養強調表示の方法 

☑
☑

☑ ㎠

☑

ポイント⑦ その他の表示ルール 


